
  今年も残りわずかとなりましたが、新型コロナウイルスは

未だに収束せずにいます。油断せず感染予防を徹底し、体

調管理に気をつけてお過ごしください。 

  第８８号では、傷病手当金や任意継続被保険者制度の改正などを解説し

ました。内容に関するご質問・ご要望等ございましたら、遠慮なくお問い合わ

せ下さい。 

公認会計士・税理士・ＡＦＰ・ＩＴｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 中村  元彦 

公認会計士・税理士・ＡＦＰ・社会保険労務士 中村友理香 

ご挨拶 

 ハイライト: 

 ・傷病手当金の改正について取り上げます。 
 ・任意継続被保険者制度の改正について取り上げます。 

 ・雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設について解説します。 
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傷病手当金の改正について (̂_̂) 
  

 傷病手当金とは、被保険者が業務外の事由による療養のため、労務に服することができないときに

その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができな

い期間に支給される、健康保険における制度をいいます。  

 支給期間は同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して１年６ヶ月を超えない期間とされ

ています。よって、１年６ヶ月の間に仕事に復帰し、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなっ

た場合でも、復帰期間も含めて１年６ヶ月をカウントします。そのため、支給開始後１年６ヶ月を超えた場

合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。 

 がん治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のため休暇を取りながら働くケース

があること等から、この傷病手当金について、支給を始めた日から“支給期間を”通算して１年６ヶ月間支

給されることに改正されます。 

 既に共済組合では傷病手当金の支給期間の通算化は実施されていましたので、健康保険においても

同様の仕組みとなります。詳細は２ページ目の図１をご参照ください。 

 ちなみに、支給期間の通算は２０２１年１２月３１日において、暦の通算で１年６ヶ月経過していない場合

に適用されることになり、２０２２年１月１日より前に暦の通算で１年６ヶ月経過しているものについては、

支給期間の通算は適用されないことになります。 

 

 例：       令和３年７月２日                 令和４年１月１日 

 

  

     令和３年７月２日以降に傷病手当金の支給を開始した場合、出勤に伴い不支給となった期間 

    があれば、当該期間を延長して傷病手当金を受給することが可能。  
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＊記載中の内容についてご質問がある場合にはお気軽にお問い合わせください。 

 令和3年度税制改正の内容は次号で取り上げる予定です。 

雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設（令和４年１月スタート）(̂_̂) 

 複数の事業所で勤務する６５歳以上の労働者が、そのうち２つの事業

所での勤務を合計して１週間の所定労働時間が２０時間以上となる場合

等に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特

例的に雇用保険の被保険者（マルチ高年齢被保険者）となることができ

る制度が令和４年１月からスタートします。失業した場合、一定の要件を

満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。  

 任意継続被保険者制度とは、会社を退職後も引き続き最大２年間、退職前に加入していた健康保険の被

保険者の継続を選択できる制度のことをいいます。当制度に関し、令和４年１月から２つの改正が行われま

す。 

 現在２年間は自ら資格喪失を申し出ることができないといったデメリットがありました。これが令和４年１月

からは自由に資格喪失が認められます。任意継続の手続きは資格喪失後２０日以内に申請する必要があ

り、あまり検討せずに申請したけれど実は国民健康保険の方が有利だったという場合でも、資格喪失がで

きませんでしたが、これが改善されることになります。 

 もう１つの改正が、任意継続の保険料の標準報酬月額です。現在、退職者本人の従前の標準報酬月額

と、その健康保険組合の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額で決定されることに

なっていますが、改正後は健康保険組合の規約によって、退職時の標準報酬月額で決定することが可能

になります。協会けんぽには影響ありません。こちらは退職者本人にとって不利な改正です。 

  例 退職者の標準報酬月額５００千円  全被保険者平均標準報酬月額 ３００千円 

    現在 ・・・・・・・・・・ ５００千円 ＞ ３００千円  → ３００千円 で決定 

    令和４年１月以降 ・・ 健保組合によっては５００千円のまま 

ホームページもご覧下さい。お役立ち情報を更新しています！ 

https://my-naka.com/ 
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図１ ＜出典：第１２７回社会保障審議会医療保険部会 資料1 ＞ 

任意継続被保険者制度の改正について（令和４年１月から） 

このように変わります 
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